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はじめに

介護保険制度は施行後４年を経て国民的認知

が高まり，制度利用者も著しく増加した。制度

創設の目的には介護の社会化があり，社会福祉

基礎構造改革による市場における社会福祉サー

ビスの商品化がある。これらによって，高齢者

の介護に対する権利意識を促進し，介護を受け

福祉実践における自己決定への援助
―援助に拒否的な高齢者へのケースワークを通して―

富樫　ひとみ＊

ケースワーク実践で，援助対象者の自己決定が援助者にとって不適切に思えることは，よくあるこ

とである。自己決定を尊重することは，ケースワークの基本であるが，「自己決定の尊重」の名の下，

安直な自己決定への追随は，援助者の責任放棄である。本稿は，援助者の援助目標と援助対象者の自

己決定に齟齬が生じている場合の，ケースワークのあり方について，実践事例を紹介し，論考するも

のである。自己決定が尊重されるのは，決定が主体的で，社会的価値に合致した決定内容に正当性が

認められるからである。このように，自己決定の内容は社会から評価を受けるため，その部分で援助

者は自己決定に介入する余地がある。自己決定が不適切だと考える場合，援助者は，援助対象者の自

己決定の変更を促進すべく援助を行うことを求められる。自己決定が価値観に基づいて行われること

から考えると，自己決定へ介入することは，価値観に介入することを意味する。価値観への介入は，

慎重に，適切に行われなければならないことから，適切な援助のあり方と援助を行うための援助者の

態度を論考する。
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やすい環境を作ったことが，制度利用者の増加

の一因であると考えられる。介護の社会化によ

って親族への遠慮や躊躇を低減させ，また商品

化による消費者としての権利意識が介護サービ

ス購入への抵抗を減じさせ，高齢者の自己評価

や自尊感情の低下に歯止めをかけたと考えら

れ，この点が国民に受け入れられていると思わ

れる。

しかし，その一方で，制度利用に消極的な高

齢者が存在する。制度利用に消極的というより

も，身体介護や家事援助などの日常生活上の直

接的な援助を受けることに消極的なのである。

制度利用の拒否はその延長線上にあり，高齢者

介護の問題は，消費者としての権利意識に頼る

ことは結局その高齢者を切り捨てることにもな

りかねず，介護を受けやすい環境整備だけでは

解決できない場合もあることを示している。

筆者は福祉事務所のケースワーカーに従事し

ていたときに，介護に抵抗を持つ高齢者に出会

った。身体上の変形性膝関節症による痛みを抱

えて生活しているが，介護保険制度の利用やそ

の他の福祉援助，家族の援助に拒否的なのだ。

援助者として，この援助を受けないという高齢

者の自己決定を尊重すべきだろうか。

援助対象者（以下，対象者という）１）本人の

人生を生きるのは対象者自身であるから，もち

ろんその自己決定は尊重すべきである。しかし，

筆者は，援助者は同調できない対象者の自己決

定に対して，何の葛藤もなく従うべきでないと

考える。自己決定には自己責任が伴うため，単

に対象者の自己決定に従うだけであれば，援助

者の責任放棄になりかねないからである。援助

者の援助方針と高齢者の自己決定が衝突した場

合，援助者は対象者の自己決定に介入すべきで

ある。介入してこそ，次の段階に進むことがで

き，また対象者の抱える課題を解決する援助が

行えるのである。

本稿では，自己決定への援助に必要なケース

ワークのあり方について考察する。最初にケー

スワークと自己決定の関係について論じ，次に

対象者の自己概念や価値観に焦点を当てた心理

理解と心理理解の方法として，現象学的視点に

よる理解の重要性を論じる。さらに，援助に抵

抗を示す高齢者の実践事例による援助のあり方

を考察し，最後にケースワークにおける自己決

定への援助のあり方と援助者の態度について論

考する。

Ⅰ　ケースワークと自己決定

１　自己決定介入の正当性

自己決定の尊重は，一般に現代社会で認めら

れている原理である。なぜ自己決定が尊重され

るかというと，自己決定に具現化された価値が

現代社会の価値に合致するからである。ここで，

注意しなければならないのは，自己決定には，

「自己決定する」ことと「自己決定された内容」

という２つの事柄を含んでいるということであ

る。主体的な決定であること，及び決定された

内容が社会的価値に合致すること２）に対して正

当性が認められるために，自己決定が尊重され

るのである。

福祉実践においても，対象者の自己決定を尊

重することは援助者の基本的態度とされてい

る。この意味するところは，ものごとを決定す

るのは利用者本人であって，援助者ではないと

いうこと３）である。わが国でも広く紹介されて

いるバイステックは，「クライエントの自己決

定を促して尊重すること」４）を，援助関係の構

築のための原則の１つとしている。これは，本
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人が自分のことを自分で決めることができるよ

うにソーシャルワーカーがその決定を支えるこ

と５）を意味している。福祉実践においては，

「自己決定する」ことに重点が置かれている。

しかし，自殺願望のある対象者の自己決定に，

それが自己決定だからといって自殺する行為を

目の前にして，何の抵抗も感じない援助者はい

ないであろう。援助者は，対象者が自己決定を

行うことを尊重するが，決定された内容には，

介入することがある。そこで，決定された内容

への介入の正当性は何に由来するかを確認する

必要がある。

わが国に浸透している自己決定は，ミルの

『自由論』で定式化された個人主義的自由主義

原理に依拠している６）と思われる。すなわち，

健常者が社会規範に反しない限りの自由な範囲

で決定することを権利としている。自己決定を

行うには，行い得る能力が必要であり，その決

定には責任が伴うのである。

筆者は，対象者の生活上の必要な援助を行う

援助者は対象者が決定する生活上の事項すなわ

ち，決定された内容にも責任を負うべきである

と考える。第１義的には，この，責任を負うと

いう行為をもって，援助者は対象者の自己決定

の内容に介入できるのである。

援助者が決定された内容に責任を負うために

は，援助者自身にとっても納得のいく内容でな

ければならない。だからといって，援助者の気

分や好みで介入することは許されず，自己決定

の内容が社会的価値に合致しているか否かが，

介入の規準とならなければならない７）。

自己決定の内容は，もともと社会規範に反し

ないという制限を持っている。しかし，社会規

範の範囲内での自己決定が社会的価値に合致し

ているか，否かの判断や評価は容易ではない。

価値観が多様化している現代社会ではなおさら

である。先の例で，自殺を是とみるか，否とみ

るかは，その自己決定に至った状況にも左右さ

れるだろうし，判断する人によっても異なった

結論が出され得るのである。

このように，自己決定の内容の評価には一定

の幅があり，福祉実践の場では，援助者がその

評価者となる。第２義的には，自己決定の内容

が社会的価値に合致しているかの評価を行うと

いう点で，援助者は対象者の自己決定に介入で

きるのである。

２　自己決定における主体性の限界

筆者は，先に，自己決定は「社会規範に反し

ない限りの＿自＿由＿な＿範＿囲で決定」されると述べた。

しかし，自己決定を行う個人，すなわち自己

は全く自由な環境の中で形成されるのではな

い。自己は社会と相互的に関係しあう「共同体

的文脈」８）の中で形成されるから，自己の背景

には文化があり，属する社会がある。自己は自

らの欲求と，その欲求が社会に望まれる形へと

変容させられる社会の規範を内在化して形成さ

れるのである。この自己は，一度確立されたら

不動でゆるぎないものとして存在し続けるので

はなく，社会との絶え間ない相互関係の中にあ

って，強化され，あるいは是正され，構築し直

されている。ここに，自己に変革・発達する潜

在力があるのである。

３　自己決定を規定するもの

（1）「自己」とは

自己決定を行う主体は自己である。そこで，

まず，自己とは何かを確認する。

自己には「自己とは何か」と自らに問う主体
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としての自己と，「これが自己である」と対象

化された客体としての自己がある。主体として

の自己を自我，客体としての自己を自己（現象

的自己）といえる９）が，自我や自己に統一的定

義はない。客体としての自己は主体としての自

己が反映されている10）が，自己として把握でき

るのは現象的に把握可能な客体としての自己で

ある11）。したがって，本稿では，この客体とし

ての自己を論じる。

ジェームズ12）によると，自己は①物質的自己

（身体や物質），②社会的自己，③精神的自己の

３つの構成要素からなる。それらは身体的自己

を底辺にし，その上に物質的自己，社会的自己

があり，頂点に精神的自己が積み上げられた階

層構造をなしている。身体的自己とは，自分自

身の身体そのものについて感じる自己であり，

物質的自己とは，身体・衣服・家族・家・財産

などである。ジェームズはこの身体的自己と物

質的自己を１つにまとめて物質的自己を構成

し，これらは中心的な身体的自己から周辺的な

物質的自己へという階層構造をもつとしてい

る。社会的自己とは，関わりをもつ人たちから

受ける自分についての認識で，極端にいえば，

自分を知っている人の数だけ社会的自己がある

ことになる。精神的自己とは，本人の意識状態，

心的能力，心的傾向などで，情動や欲求，意志

決定などの能動的な意識状態が精神的自己の中

心部となっている13，14）。

ロジャーズ15）によれば，自己とは自己の知覚

によって体制化されたゲシュシタルト（全体性

を持った形態16））であり，①自分の特性や能力

についての知覚から形成される概念，②社会関

係における自己についての知覚から形成される

概念，③これら知覚や概念に付随している価値，

④目標や理想など，から構成される17）とされて

いる。さらに，自己は知覚による体制化された

概念とそれら諸概念に結びつけられた価値づけ

によって形成される18），としている。

自己は多様な視点から様々に定義されてお

り，統一的定義をすることは困難である。筆者

は，知覚や行動の主体という観点から，自己を

身体的自己（身体についての自己概念），社会

的自己（周囲からこう見られているだろうと本

人が認識している自己像），精神的自己（ジェ

ームズのいう精神的自己に，ロジャーズのいう

知覚や概念に付随している価値を含んでいる自

己）から構成されているととらえる。対象者の

理解にはこれらの自己を総合的に理解すること

が必要であるが，中でも，精神的自己の一部で

ある諸価値（多様な価値観）や価値体系の理解

が重要である。これらの諸価値観は，身体的自

己や社会的自己によって形成されると同時に身

体的自己や社会的自己を規制するという相互関

係があり，行動の原動力となり，行動の方向づ

けとなると考えるからである。そして，種々の

価値観には強固に価値づけされている価値観と

それから派生して価値づけされている価値観

や，情動や欲求から方向づけられる緩やかな価

値観があり，これらが価値体系を形成し心的傾

向を方向づけていると考える。

（2）自己決定を規定するもの

デシによると，自己決定は自己の意志を活用

する過程19）であり，意志とは，自らの欲求を

どのように充足すべきかを選択することのでき

る人間の力量である20）としている。筆者はこ

の選択できる人間の力量に方向性があると考え

る。すなわち，意志は，自己の願望，自己自身

の判断，見通し，認知的な照準，情緒的願望，

その他の心的傾性に従って，自己自身の行為を
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当人に決定させるたぐいのコントロールを有し

ている21）。その時々に脈絡なく意志が存在する

のではなく，意志は全体として一定の方向性を

持っている。筆者は，その方向性を与えている

のは，ジェームズがいうところの精神的自己に

おける心的傾向であり，心的傾向を形成してい

るのはロジャーズがいうところの価値観だと考

える。さらにデシがいうところの意志の活用に

よってなされた自己決定は，結局は価値観によ

って形成され，したがって，価値観によって規

定されると考える。

ここでいう価値観は，自己の行動の指針とな

る規範のように，中核的・信念的なもののほか

に，欲求や情動，気持ちや感じによっても形成

される類の，広範なものである。

４　ケースワークと自己決定の関係

（1）ケースワークとは

制度としての社会福祉を実践（実用化）する

活動をソーシャルワーク（社会福祉援助活動）

といい，ソーシャルワークとは，「利用者固有

の生活状況を基点に，より豊かな社会生活の回

復と実現を目指し，制度としての社会福祉諸サ

ービスの提供を通じ，利用者による課題解決を

可能にする支援活動の展開と，他方では，社会

の発展に対応した社会福祉の維持と，その諸条

件の改善・向上を目標とした専門職業者による

支援活動システムの展開過程である」と定義づ

けることができる22）。定義に示されているよう

に，ソーシャルワークには対象者そのものへの

働きかけと，制度の改善や創設を含む社会環境

への働きかけがあるが，自己決定は対象者の精

神活動であるから，対象者への働きかけ作用と

してのソーシャルワークについて論を進める。

ソーシャルワークを具体化した展開方法が，

社会福祉援助技術23）であり，ケースワーク（個

別援助技術）はその中の１つで，利用者への支

援を個別化し，個別的な効果を意識して提供さ

れる支援の方法24）である。

ケースワークは1917年の『社会診断（Social

Diagnosis）』でリッチモンドによって初めて体

系化された。以来，その関心の焦点と指向性は，

社会的価値の変遷とともに変移してきた。その

流れは，副田明美によると次の通りである。

「対象者の抱える問題（課題）」の所在を，

利用者自身の精神やパーソナリティに求め，そ

の指向性は対象者の発達や強化を目指す「成

長・変化」指向に始まった。次に，利用者と利

用者を取り巻く社会環境のシステムとの関係の

不調和によって問題（課題）が生じるとして，

問題の所在を関係性の不調和に求め，関係の改

善を目指す「維持・改善」指向へと変移した。

そして現在は，問題の所在ではなく問題の解決

にこそ焦点が当てられるべきだとして，対象者

自身による課題解決を目指した「開放・変革」

を指向している。問題（課題）解決には，専門

家による問題の分析は不必要であり，専門家は

対象者の持っている課題解決の潜在能力を引き

出すことを援助するのである25）。いわゆるエン

パワメント理念に基づく方法である。

このように，ケースワークの関心の焦点と指

向性は社会の変化に対応して変移してきた。し

かし，どの場合にも対象者自身への働きかけは，

対象者の自己の発達や強化26），すなわち自己概

念や自己のあり方に強く影響する価値観の再構

築を促進する援助といえる。

ただ，働きかけの程度，すなわち自己への介

入の程度は，問題の深刻さによって決せられる。
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（2）ケースワークと自己決定の関係

ケースワーク実践の場で，自己の再構築を促

すケースワークが行われるのは，当然のことな

がら，対象者に生活上の問題が生じたときであ

る。制度・施策の紹介や手続きに関する援助だ

けで問題が解決すればよいが，問題が，対象者

の自己決定の内容が適切でないといった，価値

観に関わって生じるような場合に，価値観の再

構築を促すケースワークが行われる。価値観の

再構築が行われれば，結果として自己決定の内

容が変更される。このような価値観の再構築へ

の援助は，対象者の自己決定に対する判断・評

価が援助者によってなされていることが前提で

ある。援助者は意識するとしないにかかわらず，

対象者の自己決定に対して評価を下しているの

である。自己決定の内容は，既に論じたように

評価される客体であることから，評価すること

を問題としているのではない。ここで認識され

なければならないのは，どの援助機関に属する

援助者であっても，社会規範を体現しているの

ではないため，援助者の価値観の正当性もまた，

評価される対象だということである。援助者自

身が有している価値観によって対象者の価値観

が評価されていると同時に援助者の価値観も，

また，対象者に評価されているのである。

Ⅱ　対象者の心理理解

１　ケースワークに必要な心理理解

現代のエンパワメント理念に基づくケースワ

ークは，課題の因果的原因を問題にしない。課

題の解決は対象者が行うべきで，援助者は対象

者の潜在的解決能力を信じて，その能力を引き

出すこと，育成することに主眼を置く。

しかし，この潜在的解決能力を引き出すため

には，援助者がその潜在的解決能力を把握して

いるだけでなく，能力が発揮されるやり方も理

解していなければならない。課題の解決はその

課題が対象者の価値観に関与した課題であれば

あるほど，対象者のやり方に即した方法でなけ

れば解決しないことは経験済みである。援助者

がどんなにすばらしい方法を提示しても，それ

が対象者のやり方にそぐわない方法であれば，

解決には向かない。対象者の潜在的解決能力が

発揮されるやり方は，対象者の心的傾向に方向

付けられているのであるから，その心的傾向を

含む対象者の心理理解が必要なのである。

また，ケースワークの役割の1つである自己

の再構築の援助のためには，何が課題で，課題

解決を阻む価値観は何なのかを理解することが

大切である。援助が価値観等に関われば関わる

ほど，因果的原因の分析も含めた価値観等と課

題とを関連づけた心理理解がなされなければな

らない。心理理解は援助の方向を決める大切な

羅針盤であり，正しい心理理解がなされなけれ

ば，その後の援助の展開が間違った方向へ進ん

でしまう恐れがあるからである。

２　理解の対象

人は多面性を持っており，その心理を全て理

解することは困難である。全体を理解すること

が最善であるが，それではかえって混乱を招く

こともあるから，おのずと焦点を絞った理解が

必要となる。発達障害が疑われる場合には知能

や発達に焦点を当てた理解が必要であろうし，

不適応状態の場合はパーソナリティに焦点を当

てた理解が必要である。問題の事象に対応する

自己の任意の部分に焦点を当てた理解をするこ

とになる。

筆者は，自己決定は精神的自己に関する事象
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であり，価値観に基づいてなされていると考え

ている。また，自己概念は価値観と深い関係が

あると考えているので，自己概念と価値観につ

いての心理理解を行うこととする。

３　現象学27）的視点による理解

心理理解の方法として，援助者の価値観が入

り込んだ理解の仕方は，妥当な理解を導かない。

したがって，できるだけ援助者の価値観を排除

した理解の方法が求められる。この点，筆者は，

現象学的視点による方法が有効だと考える。

現象学的視点とは，対象者の言葉や態度など

の現象を認識し，その現象から対象者の意識の

あり方を解釈するものである。本稿では，価値

観や自己概念を理解することに焦点を当ててい

るため，対象者の価値観や自己概念を解釈する

ことになる。対象者自身の「ありのまま」28）の

言葉から，対象者の価値観や自己概念を理解す

るのである。対象者の言葉や態度などを援助者

が瞬間的に解釈する前に，一旦その現象をその

ままに認識するという作業が，瞬間的に入り込

む援助者の価値観を排除するのである。

理解の対象とする自己概念については，対象

者の言葉で，「自己」（意識内容）についてどの

ように意識しているか（意識作用）に着目して

理解する。対象者自身の見方による価値観につ

いては，ある事象を意識（意識内容）したとき，

その事象を「望ましい」あるいは「したい・す

べきである」と肯定的価値観を抱いているのか，

「望ましくない」あるいは「したくない・すべ

きでない」と否定的価値観を抱いているのか

（意識作用），対象者の言葉によって理解する。

Ⅲ　実践事例

継続的な家事援助を受けるという受動的態度

は，身体の機能や容姿の衰え，社会関係におけ

る立場の変化を意識させる。これらの意識にお

ける高齢者Ａ子の価値観を理解する。

１　対象者

Ａ子，女性，相談時71歳，無職。

２　相談の主訴

長男の妻からの，Ａ子の変形性膝関節症に対

する援助についての相談である。

Ａ子の変形性膝関節症による日常生活の不便

と病状悪化を心配した長男等は，Ａ子に対して

援助を申し入れた。しかし，Ａ子が一向に承諾

しないため，Ａ子に対する援助の方法について

筆者に相談があった。

３　対象者の概要

後述の「援助の概要・第一期（訪問１～３回）」

で，把握した概要である。

（1）家族構成

夫は相談時の５年前に死亡し，それ以後は独

居である。子どもは長男と長女がおり，それぞ

れ既に結婚・独立している。長男家族が近くに

住んでいて，交流は頻繁にあり，関係は良好で

ある。長女は遠方のため，日常的な訪問はない

が，年に数回の訪問と電話での交流がある。

（2）住居の状況

２階建て一軒家で，玄関の上がり框は，段差

が大きく，昇降時に膝への負担がかかると思わ

れる。階段は急であるが手すりは設置されてい
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る。風呂場は狭くはないが，浴槽は深めである。

安全のためには，手すりが必要と思われる。ト

イレは和式である。膝への負担軽減のためには，

洋式便座への変更が望ましい。台所は比較的広

く使いやすいと思われる。

（3）社会関係

近隣との交際は普通にあり，日常の助け合い

は行っている。近隣者と外出することも多い。

（4）生活状況

日常生活は自立しており，部屋は整理整頓が

行き届いている。

Ａ子は55歳の定年退職まで会社員をしていた

が，長男の話では，会社勤めをしていても家事

に手を抜くことはなかった。退職後は夫婦とも

無職であった。夫の死亡当初は沈みがちであっ

たが，徐々に独居生活に慣れてきたようで元気

を取り戻した。筆者との関わりが始まった当時

は，生活にリズムのある独居生活を維持してい

た。

Ａ子は，３年程前，膝に痛みを感じて通院し

たところ，変形性膝関節症と診断された。根治

的治療法がなく，痛みはあるものの生活に大き

な不便を感じなかったため，通院を中止し，そ

のままにしていた。Ａ子を心配した長男等が，

膝への負担軽減のため，手すり設置等の住宅改

修や買い物時の歩行器の使用を勧め，また買い

物の援助を申し入れた。しかし，Ａ子はそれら

を聞き入れない状態であった。

（5）アセスメント

Ａ子によるＡ子の自己概念

身体的自己：変形性膝関節症や膝の変形・痛

み・痛みによる生活のしにくさについての認識

がある。治療法がないため，消極的に放置して

いる。それ以外では気にするほどの身体機能の

低下はない。

社会的自己：退職して無職である。夫死亡に

より独居生活である。生活全般で膝の痛みのた

め，生活はしにくい。しかし，援助を受けるほ

ど重症ではない。身体上及び経済上，その他，

生活全般で自立している。子ども家族や近隣と

は円満で，双方向の援助関係がある。

精神的自己：生活全般について自分で決めて

行っており，自立している。

筆者によるアセスメント

身体状況：ADL29），IADL30）は自立。疾病は，

変形性膝関節症を患っている。一時期通院して

いたが治療法がないため，通院を中止している

が，それによる生活のしにくさがある。その他，

特筆すべき疾病はないが，変形性膝関節症を放

置すれば，悪化により将来歩行困難となる可能

性がある。

社会関係：退職や夫死亡に伴う社会環境の変

化についての認識がある。子ども家族，近隣者

との関係は良好である。

精神状況：会話に支障がなく，また長男の話

から痴呆・精神疾患はないと思われる。性格は

独居生活を維持し，子どもからの援助を断って

いることから，自立的である。

経済状況：子どもからの援助は受けておら

ず，自立している。

Ａ子の自己概念と筆者の認識

身体，社会，精神について，Ａ子の自己概念

と筆者の認識を比較したところ，概ね一致して

いた。しかし，身体上の変形性膝関節症の認識
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では，Ａ子と筆者に差異があり，Ａ子は変形性

膝関節症の放置を消極的に可とし，筆者は否と

する（表１）。

（6）援助目標と援助方針

援助目標をＡ子の価値観に即した援助内容の

樹立と援助の実施とし，それを実現するための

方針として，変形性膝関節症の放置及び援助へ

の抵抗を形成するＡ子の価値観の解明とした。

そのための方法として，継続的な訪問によるＡ

子との信頼関係を構築することとした。

４　援助の概要

第一期（訪問１～３回）

Ａ子の話から身体状況，日常生活等の把握に

努めた時期である（前述・対象者の概要）。

初回訪問時は事前にＡ子に連絡が入っていた

らしく，Ａ子の，筆者に対する抵抗は感じられ

ず，穏やかな態度で迎えられた。暫くの世間話

の後，筆者はＡ子に長男等の，Ａ子に対する心

配や住宅改修等，長男の援助の申し入れについ

て説明した。しかし，Ａ子は「膝が時折痛むだ

けで，生活に何の不便もない。それなのに，息

子たちは心配をしすぎる」と，厳しい口調の返

事が返ってきて，援助を受けることに否定的だ

った。長男等から何度も言われているのだ，と

筆者は感じた。

第二期（訪問４～10回）

Ａ子との信頼関係構築のため，Ａ子の話を聞

くことに努めた時期である。

夫との楽しかった思い出話や子ども・孫など

の家族の話が多かった。これらの話は第三期で

も聞かれた。次第に日常の出来事や感情を表す

言葉，膝痛についての話が増えてきた。10回目

の訪問時に，Ａ子が膝痛を訴えた機会をとらえ

て，筆者は住宅改修や買い物援助を受けること，

歩行器の使用を勧めたが，Ａ子は以前と同様，

即座に厳しい口調で否定した。筆者は，更にこ

の話を続けても，Ａ子と筆者の信頼関係は壊れ

ないだろうと思ったので，続いて，拒否する理

由を尋ねると，Ａ子は怒ったような口調で「格

好が悪い」，「重い物の買い物は以前からしてい

るので，これからもできる」，「今のままでも不

便がなく，住宅改修はもったいない」，「人様や

子どもに迷惑をかけたくない」と，声を少し荒

げた。筆者が，「そうなのか」と納得すると，

Ａ子は冷静さを取り戻した。Ａ子の拒否する理

由を聞けたことで，筆者はＡ子の価値観を知る

手がかりを得た。これらの拒否する理由はその

後も繰り返し聞かれた。

この時期，Ａ子は趣味についても話すように

なり，書道に興味があることが判明した。筆者

は地域のサークルへの参加を勧めたが，Ａ子に

積極的な姿勢は見られなかった。

Ａ子の自己概念

Ａ子の身体的自己概念に関する言葉に，「重

い物の買い物も以前からしており，今後もでき

る」という言葉があるが，これは未来における
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身
　
体

社
会

精
神

A子の自己概念 筆者の認識

身辺自立 身辺自立

膝関節症を自覚 膝関節症を認識

・膝間関節症放置を可 ・膝間関節症放置を否

とする とする

身辺自立 身辺自立

人間関係良好 人間関係良好

正常 正常

表１　Ａ子の自己概念と筆者の認識

筆者作成



身体的自己概念について，現状維持の認識を示

している。この認識が，変形性膝関節症の放置

を可としており，この点が，筆者の認識とＡ子

の自己概念との相違点である。筆者は変形性膝

関節症の悪化による歩行困難を予想している

が，Ａ子は現状維持で悪化は予想していないと

思われる。

Ａ子の価値観

Ａ子の身体的自己に関する言葉に，「重い物

の買い物は以前からしており，これからもでき

る（のでしたい，あるいはすべき）」，「格好が

悪い」がある。前者の心の働きが示しているの

は，良好な身体機能保持に関する肯定的価値観

であり，身体機能低下に対する否定的価値観で

ある。後者の心の働きが示しているのは，歩行

が自力でできず手すりや歩行器を使用している

自分の姿，すなわち身体的容姿の衰えに対する

否定的価値観である。

Ａ子の未来的自己概念やこれらから，Ａ子に

は日常生活が自立できない身体状況に対して否

定的価値観があり，現在・未来の日常生活が自

立できない自分を受容できないのだと思われ

る。

社会的自己概念に関する言葉に，「人様や子

どもに迷惑をかけたくない」がある。この言葉

が示す心の働きは，人から世話を受けることに

対する否定的価値観である。「重い物の買い物

も以前からしており，これからもできる（ので

したい，あるいはすべき）」という言葉も，一

面で社会的自己を表わしている。買い物その他

の家事を自分ですることに肯定的価値観，換言

すれば，人から世話を受けることに否定的価値

観を持っていると思われる（表２）。

Ａ子への援助方針

身体機能低下への否定的価値観があることに

よって，Ａ子は未来の歩行困難の状態の自己像

を受け入れられないのだと思われる。そのため，

その否定的価値観を緩和するよう働きかけると

ともに，未来のＡ子の自己像の認識を促すこと

とした。変形性膝関節症の放置は，将来歩行困

難を招くかもしれないことをはっきり伝え，同

時に，それを防止するため，手すり設置等の援

助を提言した。その際，手すりなどの使用は

「格好悪く」ないことを周囲の者が態度で示す

ようにすることとした。具体的には，長女など

に対し手すりやショッピングカーを率先して使
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体
的
自
己
概
念

社
会
的
自
己
概
念

自己概念に関するＡ子の言葉 意識内容 意識作用 価値観

重い物の買い物は以前からしており，これか 身体機能保持 したいあるいはできる 肯定的

らもできる（のでしたい，あるいはすべき）

身体機能低下 想像しない 否定的

格好が悪い 身体的容姿低下 手すりなど利用したく 否定的

ない

人様や子どもに迷惑をかけたくない 世話を受けるこ したくない 否定的

と（受動的立場）

重い物の買い物も以前からしており，これか 買い物（家事） 自分でしたい 肯定的

らもできる（のでしたい，あるいはすべき） の自立

表２　Ａ子の価値観

筆者作成



用すること，そのときには，Ａ子に使用を押し

付けないことを助言した。

第三期（訪問11回～38回）

変形性膝関節症の悪化を防ぐべく具体的援助

を開始し，その後の様子を見た時期である。

援助に対する抵抗は強かったが，Ａ子に将来

歩行困難になる可能性があることを伝えたこと

で，部分的な援助の受け入れに同意が得られた。

和式トイレの洋式便座への取替えと玄関・トイ

レへの目立たない木目調の手すりの設置の住宅

改修及び，買い物時の歩行器の代用としてショ

ッピングカーの使用の同意である。ただし，費

用は子ども負担で，住宅改修時に子どもが立ち

会うなどした。実施後も暫くは抵抗があったが，

長女等がＡ子を訪問したときに，率先して手す

りやショッピングカーを使用したことにより，

徐々にＡ子のそれらへの抵抗が減った。設置か

ら約１年後には，「格好悪い」という言葉は聞

かれなくなり，むしろ重宝がるようになった。

定期的な買い物援助には，強い抵抗があった

ため，その理由を尋ねたところ，「品物は自分

で見て買いたい」との返答が得られた。筆者は

比較的鮮度が求められない日用品だけに限って

の宅配の利用を勧めたが，Ａ子は「もったいな

い」と言って受け入れなかった。

日常生活の観察で，家事援助については，長

男家族が訪問したときは，長男の妻が炊事をし

ていることがわかった。また，買い物も長男の

妻や長女が訪問した際にすることもあった。具

合の悪いときは近隣に頼むこともあり，その場

合には，援助を受けることに抵抗がないようだ

った。生活費の消費状況では，生活全般に節約

しているのではなく，自分の洋服や装飾品，近

隣との交際，子ども家族への支出には「もった

いない」という意識はなく，生活費の範囲でま

かなっているようだった。

地域の書道サークルへの参加については，サ

ークルの開催状況等を筆者が調べ，長男等が参

加を後押ししたことによって，Ａ子は参加を決

心し，サークルに通うようになった。２年後に

はサークル活動がＡ子の生活の一部になり，世

話役をするようになった。毎日のようにサーク

ルの用事があり，「これでも結構忙しい」と自

慢げに言うことが多かった。

Ａ子の価値観

Ａ子の心の働きで変化したものに，「格好が

悪い」という感情がある。もともと格好につい

て客観的な評価基準があるわけではない。世間

が思っているだろうとＡ子が考えている基準な

のだ。したがって，長男等の手すりやショッピ

ングカーの使用などについての肯定的評価が，

Ａ子の，それらの使用に対する評価に影響を与

え，それらの使用に抵抗がなくなったと考えら

れる。

また，Ａ子の「もったいない」という心の働

きは，対象が限定され，身体機能低下を意識さ

せる出費に対して生じることが判明した。これ

らから，Ａ子は身体機能や外見の衰えに対して

否定的価値観を持っており，後者の価値観は周

囲の者の評価に影響を受けやすい傾向があると

思われる。

「人様や子どもに迷惑をかけたくない」とい

う心の働きは，継続的な片方向の援助を受ける

ときに生じており，「これでも結構忙しい」と

いう気持ちは，サークルの世話役をすることに

対して，肯定的価値観を表わしている。これら

は社会的自己についての自己概念であるが，世

話をする立場に対して肯定的価値観を持ち，世
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話を受ける立場には否定的価値観を持っている

ことがわかる。世話を受ける立場は受け入れ難

いのだと思われる。

５　Ａ子の価値体系と援助についてのモニタリ

ング

（1）Ａ子の価値体系

高齢期はそれまでに形成してきた価値観が通

用しなくなる時期である。ペックはそれを心理

的危機として，①身体的健康の危機，②（仕事

役割からの）引退の危機，③死の危機の３側面

31）から説明している。①身体的健康の危機とは，

身体の健康を第一とする価値観にとらわれるこ

と（身体の没頭）で，その克服とは身体的健康

以外の人間関係や精神的創造に価値を置く価値

体系を再構築（身体の超越）することとしてい

る。②引退の危機とは，これまでの仕事役割に

固執すること（仕事役割の没頭）で，その克服

とは仕事役割以外の役割を見いだし，価値体系

を再構築すること，③死の危機とは，個人的死

にとらわれ（死の没頭）ることで，その克服は

個人的死が超越され自己が永遠に受け継がれて

いくとする価値体系に再構築することとしてい

る32，33）。

身体的健康の危機は身体的自己，引退の危機

は社会的自己，死の危機は身体的自己ないし精

神的自己における価値観の危機と見ることがで

き，Ａ子の価値観はまさにペックのいう身体的

危機と引退の危機に相当する心理的危機に直面

しているといえる。Ａ子の価値体系を理解する

に際して，これらの心理的危機での「没頭」の

程度を測ることで価値観の強度が測れると考え

られる。

身体的健康の危機では，Ａ子の場合２つの側

面，すなわち，身体機能と容姿がある。機能低

下に対して否定的価値観を持っているが，変形

性膝関節症の出現時，一時期通院するものの，

直すため病院を転々としたり，膝周囲の筋肉を

鍛える運動に躍起になったりしなかったので，

身体機能低下に「没頭」しているとは言えず，

この価値観に固執しているとは思われない。容

姿の衰えに対しても否定的価値観を持っている

が，その容姿についての基準は，Ａ子自身の確

固たる美意識よりも世間の不安定な基準に依拠

している点や，容姿の現状維持に「没頭」して

いない点で，この価値観に固執しているとは思

われない。むしろ，容姿の基準に影響を及ぼす

世間体が，Ａ子の価値観の中で大きな位置を占

めている。

引退の危機では，仕事役割を社会的立場の変

化，と広くとらえれば，継続的な片方向の援助

を受けるという受動的立場に対してＡ子は否定

的価値観を持ち，受動的立場の必然性を認識す

ることさえ拒否的である。他方，サークルの世

話役をするという能動的立場に対しては肯定的

価値観を持っている。世話役がＡ子の生活に大

きな部分を占めていることから，能動的立場に

「没頭」しているといえる。受動的立場に対す

る否定的価値観及び能動的立場に対する肯定的

価値観は強固である。Ａ子の場合，この能動的

立場とは精神的能動的立場というよりも実際

的・直接的な行動を伴う立場を意味する。

これらの価値観からは，Ａ子の，家族の一員

としての自己，社会の一員としての自己という

姿が見えてくる。家族や社会の中で，実際的・

直接的に役立つ役割を担うことが中核的価値観

であり，Ａ子の価値体系の根底をなしている。

それと裏腹に，役割がなく誰の役にも立たない

ことが，自分の存在価値をなくさせ，その結果，
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社会から放置されるかもしれないという恐怖や

孤独感を感じていると思われる。恐怖感や孤独

感を解消することに中核的価値を置き，その実

現のために，家族や周囲の人に役立つ存在であ

らねばならないとする強い義務感を感じている

と思われる（図１）。

（2）援助についてのモニタリング

住宅改修などの実際的援助を行う際に，「変

形性膝関節症の放置は，将来歩行困難を招くか

もしれない」ことをはっきり伝えたことは，身

体機能の低下を否定的に感じるＡ子の価値観に

即しており，その結果Ａ子の未来的自己概念の

再確認を促した。また，長女等がＡ子を訪問し

たときに，率先してショッピングカーを使用し

たことなどは「格好悪い」というＡ子の否定的

価値観を緩和し，容姿についての自己概念の再

構築を促した。さらに家族が住宅改修時やショ

ッピングカーの購入時に付き添い，また，地域

のサークルへの参加を後押ししたことは，Ａ子

の中核的価値観である孤独感の解消への援助で

あり，精神的な依存を満足させる家族関係を認

識させた。

このようにＡ子の価値観を理解し，その価値

観に即した援助を行うことが，Ａ子の援助に対

する抵抗を一定緩和させたと考えられる。

一方で，本事例で十分に行えなかった援助に，

社会的立場に対する価値観の再構築の促しがあ

る。加齢に伴う身体機能の低下のため，身体的

世話を受ける立場に立たされることは，回避で

きることではない。Ａ子のように能動的立場へ

の肯定的価値観が強固であればあるほど，その

価値観にそぐわない現実に遭遇したとき，激し

い葛藤が生じる。この葛藤の克服にはエリクソ

ン34）やペックのいう自我や価値観の再構築が不

可欠であり，Ａ子の場合は，社会的役割につい

ての価値観の，実際的役割重視から精神的役割

重視への転換がそれに当たる。この価値観の再

構築への援助も行われなければ，ケースワーク

を全うできない。

Ａ子の価値観の理解では，できる限りＡ子の

言葉による理解に努めたが，筆者の推測による

理解となった部分があることは否めない。Ａ子

の価値体系の中核的部分になればなるほど，Ａ

子の言葉を引き出すことが困難であった。なぜ，

肯定的価値観あるいは否定的価値観を抱くかに

ついての心の探求はＡ子にとっても難しいので

あろう。

Ⅳ　ケースワークにおける自己決定への援助

１　ケースワークの役割

程度の差はあるものの，ケースワークの役割

の１つに，これまで述べてきたように自己決定

に介入し，価値観の再構築を促進する援助があ
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る。この際には，援助者は自らの価値観によっ

て対象者の価値観を評価している。すなわち，

自己決定への介入は対象者と援助者の価値観の

ぶつかり合いであり，場合によっては，援助者

による価値観の押し付けにもなる。援助者と対

象者の価値観がある程度一致する場合は，双方

が同じ方向に向かって目的を設置し，その目標

に向かって協働することができる。しかし，価

値観が大きくずれる場合は，衝突が生じ，どち

らの価値観が採用されるか，対決が生じる。大

抵は，援助の主体であり，情報量に勝っている

援助者が価値観を押し付けることになる。

しかし，援助者の価値観が絶対的正当性をも

っているということはあり得えない。援助者の

価値観も一定の範囲があり，その範囲内で対象

者の価値観の影響を受けているのである。援助

者は，援助の指導権を握っていて揺らぎがあっ

てはいけないように思われているかもしれない

が，対象者に感化され，また対象者を感化する

という関係性を持っている。双方の価値観は衝

突したとき，双方の価値観とも１つの新たな価

値観に向かって変更され，価値観が再構築され

る。再構築された価値観に基づいて，双方の自

己決定も1つの方向に向かう自己決定に変更さ

れるのである。これが，１つの目標に協働して

いくということである。

２　エンパワメント理念による援助

価値観には幅があり，価値観の選択は，その

幅の範囲内で行われる。また，価値観は固定し

たものではなく，変化するものである。価値観

の選択に従って幅は修正され，それが積み重な

って価値観の再構築が行われる。

先の実践事例でみると，Ａ子はショッピング

カーの使用に対して，「格好悪い」という否定

的価値観を示した。Ａ子が買い物に行く際，機

会をとらえて長女等が同行し，長女等がショッ

ピングカーを使用する買い物を数回繰り返した

後は，Ａ子は買い物に一人で行く際，一人でシ

ョッピングカーを使用するようになった。

Ａ子の価値観の変化をみると，「格好悪い」

という否定的価値観では，Ａ子自身がショッピ

ングカーを使用することは，Ａ子の許容範囲に

は入っていないが，買い物に同行する長女等が

使用することは許容の範囲であった。これが価

値観の幅である。長女等がショッピングカーの

使用を繰り返すことによって，Ａ子の否定的価

値観が変化し，それによってその幅も変化した。

その結果，否定的価値観が全面的に変化したの

ではないにせよ，Ａ子自身によるショッピング

カーの使用も許容範囲となったのである。

価値観は一定の範囲内を行ったり来たりする

のではない。それでは価値観が固定しているこ

とになり，結局は価値観の変化は起こらない。

そうではなく，一定の範囲内でのある価値観が

採用されれば，その採用された価値観を基点と

して新たな幅を持った価値観が形成されるので

ある。この価値観の変化が積み重なって，元の

価値観と大きく異なり，価値観の再構築がなさ

れることはあり得ることである。ただ，価値観

の一足飛びの大きな変動はほとんどない。価値

観の再構築は本来，自己の変革であるが，小さ

な価値観の変化を積み重ねることによって，大

きな混乱なしに自己が改革される。そうするこ

とによって，自己の統一性が保たれると考えら

れる。

対象者が持っている，価値観に対する潜在的

変革能力は，対象者のやり方で価値観を変化さ

せ，変化した価値観に基づいて自己決定も変更

される。価値観が変化し，変化した価値観に基
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づいて課題解決に向けた自己決定の変更を促す

援助が，潜在的解決能力を引き出す援助である。

自己決定の変更を促す援助は，エンパワメント

理念に基づく援助でもある。潜在的解決能力を

発揮するには対象者の価値観に従った方法でな

されることが重要である。

３　援助者の態度

ケースワークは，制度や施策を紹介したり利

用することを手伝うなど，既に利用手続きが定

式化されている社会資源の活用で済む場合もあ

るだろう。その場合のケースワークは対象者の

自己に立ち入る必要はない。しかし，それだけ

では対象者の抱える課題が解決せず，社会関係

の調整を行わなければならない場合がある。こ

の場合は，対象者の価値観や自己概念の再構築

が伴わなければ，解決が難しい。ケースワーク

は，対象者の自己に介入することになり，援助

者にはより思い責任が生じる。

筆者は，援助に当たって，援助者の価値観の

強制ではなく，協同の自己決定が形成されるた

めには，援助者に以下の３つのことが要求され

ると考える。

１つ目は人への愛情があることである。

援助者には現代社会で根本的価値とみなされ

ている生存権の保障に由来する基本的人権の尊

重や，ノーマライゼーションの価値を持ってい

ることが求められる。筆者はこれらの価値観を

実現へと方向づけるものが，人への愛情である

と考える。これは，価値観としての側面もある

だろうが，単に理解され，実行されればよいと

する類のものではない。心の状態なのである。

２つ目は援助者の自覚である。

既に論じたように，援助者は絶対的正当性の

ある価値観を有しているために，対象者の自己

に介入するケースワークを行うことが許される

のではない。援助者は対象者の人生の指導者で

はなく，課題解決の支援者である。このような

立場であるために，援助者は以下のことを自覚

する必要がある。

①程度の差はあるものの，ケースワークは援助

者と対象者の価値観の衝突であり，援助者は

自分の価値観に基づいた援助を行っている。

②したがって，援助者は自分自身の価値観につ

いて知る必要がある。

③そして援助者自身と対象者の価値観の相違点

を明らかにする必要がある。

④価値観の変化は価値観の幅の範囲で起こり，

変化した価値観によってその幅も再形成され

る。

⑤自己や価値観の再構築は対象者にのみ起こる

のではない。援助者にも反作用的に起こる。

３つ目は援助者の態度である。

援助者が，対象者の人生の指導者と思い込ま

ないために，以下の態度で援助に臨む必要があ

る。

①援助者自身の価値観の洞察を深める。洞察を

深めることによって，価値観が社会的価値に

合致したものかの検証が行われ，検証を経た

価値観はより強固なものになる。強固であれ

ば，対象者の価値観と衝突した場合に起こる

変動が小さくて済み，対象者に振り回されず，

安定したケースワークを行うことができる。

②価値観の再構築への援助は，対象者の価値観

の幅の範囲内で行うことを積み重ねる。

③援助者自身の価値観の再構築を恐れない。援

助者自身の価値観が硬直してしまっては，対

象者の価値観の再構築もなされない。
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おわりに

ケースワークは福祉制度や施策の適用のみな

らず，必要であれば，価値観の見直しや再構築

を促進する援助もなされなければならない。対

象者への働きかけだけにとどまらず，価値観の

再構築を行い得る環境を整えることもケースワ

ークの役割の１つである。

しかし，価値観の見直しや再構築を行うこと

のできる環境を整えることは容易なことではな

い。もともと価値観は，社会関係の中から形成

されてきたものであるから，対象者の価値観を

構築したのが，現存する社会の構造であるから

である。価値観の見直しや再構築を行うことの

できる環境を整えることは，その社会の構造や

社会的価値の変動を意味することになる。それ

でも，対象者が生きにくい社会であるならば，

やはり社会の構造や社会的価値を変動させるこ

とが必要である。

高齢者を尊敬する文化や合理主義を絶対視し

ない文化など高齢者に社会的な能動的役割があ

る文化や社会的価値の育成・成熟が急がれる。

注

１） 本稿で取り上げた高齢者は，介護保険の「利

用者」や何らかの福祉サービスを受けていると

いう意味の「被援助者」でもない。また，福祉

サービスを緊急に提供しなければならない患者

という意味の「クライエント」でもないため，

この用語を使用した。

２） 熊倉伸宏「援助活動における「自己決定」再

考」『社会問題研究』（大学紀要），2001年，大
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Support for the Client’s Self-determination in Social Service :
Through the Casework Concerning Elderly people, Who are 

Not Willing to Accept Support 

TOGASHI Hitomi＊

Abstract: In practice, there are many cases where the client’s self-determination may be considered

unsuitable by the caseworker. Although it is essential in casework to respect such self-determination, it

may be a betrayal of the caseworker’s responsibility to accept such  self-determination too easily in the

name of “respect for  self-determination”. I introduce a case practice and would like to consider the way

of handling such casework when the caseworker’s support plan and the client’s self-determination are

not in agreement.  Self-determination should be respected in the case where its justification is accepted,

e.g. when the independent self-determination and the achieved result agree in social value. Since

especially the contents justification of the self-determination is evaluated, an opportunity exists for the

caseworker to make an objective decision. If it is thought that the self-determination is unsuitable, a

caseworker may request support so that the self-determination may be changed. Since the self-

determination is made based on the sense of values, evaluating the self-determination is evaluating the

sense of values. The caseworker must not force his sense of values on the client. He should support

appropriately and carefully that the client evaluates the sense of values. Therefore I consider the

attitude of the caseworker in providing support.

Keywords: casework, self-determination, sense of values, mental understanding
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